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保
原
喜
志
夫
教
授
の
経
歴
と
業
績

保
原
喜
志
夫
教
授
は
平
成
一
一
年
一
一
一
月
二
二
日
を
も
っ
て
北
海
道
大
学

法
学
部
を
停
年
退
官
さ
れ
る
。
東
京
大
学
法
学
部
助
手
か
ら
昭
和
四
二
年

四
月
に
新
進
の
助
教
授
と
し
て
北
海
道
大
学
法
学
部
に
赴
任
さ
れ
て
以
来

三
二
年
に
亙
り
本
学
部
に
勤
務
さ
れ
た
。
そ
の
聞
に
、
学
部
、
大
学
院
の

教
育
に
携
わ
る
と
と
も
に
学
部
長
や
評
議
員
と
し
て
学
部
の
運
営
に
多
大

の
貢
献
を
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
五
二
年
四
月
に
新
設
さ
れ
た
環
境
科
学

研
究
所
の
社
会
環
境
学
講
座
の
兼
任
教
授
と
し
て
も
研
究
、
教
育
に
携
わ
っ

た
。
同
時
に
、
北
海
道
大
学
の
副
学
長
と
し
て
大
学
運
営
に
も
豊
か
な
手

腕
を
発
揮
さ
れ
た
。

保
原
先
生
は
、
仙
台
で
生
れ
育
ち
仙
台
第
二
高
等
学
校
、
東
北
大
学
法

学
部
を
経
て
、
東
京
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
修
士
課
程
お
よ

び
博
士
課
程
を
修
了
し
、
昭
和
四
一
年
に
同
研
究
科
か
ら
「
フ
ラ
ン
ス
に

道

幸

;f，斤
口

也

お
け
る
労
働
災
害
の
概
念
」
に
よ
り
法
学
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
。

昭
和
三
九
年
に
東
京
大
学
法
学
部
助
手
に
な
り
、
同
四
二
年
に
北
海
道

大
学
助
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ
、
同
四
五
年
に
教
授
と
な
ら
れ
た
。
そ
の

聞
に
昭
和
田
二
年
か
ら
二
年
間
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
留
学
生
と
し
て
フ
ラ

ン
ス
の
グ
ル
ノ

l
ブ
ル
大
学
に
留
学
し
、
ま
た
昭
和
五
九
年
か
ら
一
年
間

文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
大
学
で
在
外
研
究
に
従
事

さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
法
の
豊
富
な
知
識
に
裏
打
さ
れ
た
労
働
法
及
び
社
会

保
障
法
の
研
究
は
、
学
界
だ
け
で
は
な
く
立
法
の
動
向
に
も
強
い
影
響
を

与
え
て
い
る
。

学
部
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
年
四
月
か
ら
一
評
議
員
を
つ
と
め
、

そ
の
後
同
六
一
年
一
二
月
か
ら
六
三
一
年
二
一
月
ま
で
学
部
長
と
し
て
活
躍

さ
れ
た
。
ま
た
、
大
学
行
政
に
つ
い
て
も
、
平
成
七
年
四
月
か
ら
同
九
年
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三
月
ま
で
副
学
長
の
重
責
を
果
さ
れ
た
。
法
学
部
及
び
大
学
運
営
に
対
す

る
寄
与
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
社
会
活
動
に
つ
い
て
も
全
国
的
な
レ
ベ
ル
で
労
働
及
び
厚
生
関

係
の
政
策
形
成
や
立
法
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
だ
け
を
紹

介
し
て
も
、
厚
生
省
関
係
で
は
、
老
人
保
健
制
度
研
究
委
員
、
パ
ー
ト
労

働
者
に
対
す
る
医
療
年
金
保
険
に
関
す
る
検
討
会
座
長
、
労
働
省
関
係
で

は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
議
会
会
長
、
障
害
者
一
一
雇
用
審
議
会
会
長
代

理
、
労
働
基
準
法
研
究
会
労
働
時
間
法
制
部
会
座
長
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
4

審
議
会
会
長
代
理
等
を
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
労
働
政
策
の
す
べ
て

に
関
与
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
北
海
道
に
お
い
て
も
、

地
方
労
働
基
準
審
議
会
会
長
等
と
し
て
労
働
行
政
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
労
働
法
学
会
及
び
日
本
社
会
保
障
学
会
の
理
事

を
長
期
に
わ
た
っ
て
兼
任
さ
れ
、
両
分
野
に
造
詣
の
深
い
研
究
を
さ
れ
て

学
界
の
発
達
に
大
き
く
寄
与
さ
れ
た
。

1 

保
原
教
授
の
研
究
業
績

保
原
先
生
は
、
一
貫
し
て
労
働
災
害
お
よ
び
安
全
衛
生
の
法
理
を
中
心

に
研
究
を
さ
れ
て
き
た
。
基
本
的
な
研
究
と
と
も
に
そ
の
時
々
の
立
法
的

課
題
に
つ
い
て
も
、
研
究
者
と
し
て
具
体
的
な
立
法
作
業
に
関
与
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
だ
け
、
厚
み
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
業
績
と
な
っ
て
い
る
。
仰

同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
組
合
活
動
の
法
理
や
解
雇
に
つ
い
て
も
多
く
の
業
的Fhd
 

績
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
労
働
法
全
般
に
つ
い
て
も
、
シ
ャ
ー
プ
な

ω

問
題
提
起
を
し
て
お
り
、
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
問
題
も
少
な
く
な
い
。
制

以
下
で
は
、
主
要
論
点
毎
に
保
原
先
生
の
研
究
業
績
を
紹
介
し
た
い
。
北

川
労
災
・
安
全
衛
生
の
法
理

労
災
や
安
全
衛
生
は
、
す
べ
て
の
労
働
者
が
直
面
す
る
問
題
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
関
す
る
法
理
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
に
知

ら
れ
て
い
な
い
。
保
原
先
生
が
花
見
忠
教
授
(
上
智
大
学
)
と
と
も
に
編

集
し
た
、
労
災
補
償
・
安
全
衛
生
五

O
講
(
一
九
七
五
年
、
有
斐
閣
)
は
、

こ
の
分
野
に
お
け
る
正
確
で
分
り
や
す
く
、
か
つ
実
務
を
ふ
ま
え
た
概
説

書
と
し
て
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
同
様
な
評
価
は
、
山
口
浩
一
郎
教
授

(
上
智
大
学
)
お
よ
び
西
村
健
一
郎
教
授
(
京
都
大
学
)
と
と
も
に
編
集

し
て
出
版
さ
れ
た
、
労
災
保
険
・
安
全
衛
生
の
す
べ
て
(
一
九
九
八
年
、

有
斐
閣
)
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

労
災
補
償
の
基
本
法
理
は
、
保
原
先
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
他
な
ら
ず
、

「
労
災
補
償
法
の
問
題
点
L

ジ
ュ
リ
ス
ト
二
九
八
号
(
一
九
六
四
年
)
、

「
業
務
上
・
外
を
め
ぐ
る
問
題
」
新
労
働
法
講
座
八
巻
(
一
九
六
七
年
、

有
斐
閑
)
、
「
労
災
補
償
の
法
理
論
文
献
研
究
日
本
の
労
働
法
学
二
ハ
」
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季
刊
労
働
法
九
九
号
(
一
九
七
六
年
)
、
「
職
業
病
の
認
定
と
安
全
対
策
」

ジ
ユ
リ
ス
ト
六
二
一
七
号
(
一
九
七
七
年
)
、
「
労
災
補
償
制
度
と
不
法
行
為

責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
一
号
(
一
九
七
九
年
)
、
「
労
災
保
険
給
付
と
損

害
賠
償
と
の
調
整
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
四
O
号
(
一
九
八
一
年
)
等
多
様
な

視
点
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
は
、

「
労
災
補
償
責
任
の
法
的
性
質
」
現
代
労
働
法
講
座
一
二
巻
(
一
九
八
三

年
、
総
合
労
働
研
究
所
)
で
あ
り
、
諸
外
国
の
多
様
化
す
る
労
災
補
償
の

在
り
方
を
ふ
ま
え
、
不
法
行
為
シ
ス
テ
ム
、
災
害
保
険
シ
ス
テ
ム
、
社
会

福
祉
シ
ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
原
理
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
結
論
と
し

て
、
「
災
害
保
険
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
労
災
保
険
は
、
で
き
る
だ
け
維
持

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
使
用
者
の
保
険
料
支
払

義
務
の
線
拠
は
、
使
用
者
が
労
災
の
原
因
者
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る

が
、
原
因
者
が
自
己
の
費
用
を
負
担
す
べ
き
理
由
は
、
人
々
の
公
平
の
観

念
と
最
安
価
損
害
回
避
者
と
し
て
の
地
位
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、

労
災
保
険
給
付
に
損
害
填
補
、
生
活
補
償
の
い
ず
れ
の
目
的
を
認
め
る
べ

き
か
議
論
が
あ
る
が
、
右
の
給
付
は
そ
の
二
つ
の
目
的
を
合
せ
も
っ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
二
者
択
一
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、
労

災
保
険
法
は
、
労
働
法
的
な
性
質
と
社
会
保
障
法
的
な
性
質
を
兼
ね
そ
な

え
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
法
領
域
の
境
界
線
上
に
位
置

付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
給
付
の
技
術
的
側
面
に
注
目
す
れ
ば
、
社
会

保
障
法
に
属
す
る
他
の
立
法
と
共
通
の
要
素
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
」
と
基
本
的
な
視
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

わ
が
国
の
労
災
補
償
制
度
の
問
題
点
と
し
て
、
通
勤
途
上
の
災
害
に
対

す
る
補
償
が
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
通
勤
災
害
に
関
す
る

保
険
給
付
は
一
九
七
三
年
に
導
入
さ
れ
た
が
、
先
生
は
こ
の
通
勤
災
害
制

度
の
成
立
に
関
与
す
る
と
と
も
に
次
の
よ
う
な
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
通
勤
途
上
の
災
害
」
法
学
協
会
雑
誌
八
四
巻
二

号
(
一
九
六
八
年
)
で
は
、
一
八
九
八
年
法
上
の
労
災
概
念
と
の
関
連
や

通
勤
災
害
制
度
を
導
入
し
た
一
九
四
六
年
法
の
内
容
に
つ
い
て
、
裁
判
例

お
よ
び
学
説
を
ふ
ま
え
て
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お

け
る
制
度
の
形
成
過
程
に
お
け
る
主
要
論
点
た
る
、
通
勤
災
害
を
労
災
と

み
な
す
べ
き
か
否
か
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
「
通
勤
途
上
災
害
の
業
務
上
・

外
論
争
|
「
報
告
書
」
は
な
ぜ
棚
上
げ
し
た
か
」
季
刊
労
働
法
八
六
号

(
一
九
七
二
年
)
に
お
い
て
、
ま
た
、
「
通
勤
途
上
災
害
に
お
け
る
経
路

の
逸
脱
中
断
に
つ
い
て
」
石
井
照
久
先
生
追
悼
論
集
・
労
働
法
の
諸
問
題

(
一
九
七
四
年
、
勤
草
書
房
)
で
は
、
通
勤
経
路
の
逸
脱
・
中
断
後
に
保

護
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
「
寄
り
道
」
は
労
働
者
の
通
勤
に
通
常
伴
う

も
の
と
し
て
、
わ
が
国
制
度
の
欠
陥
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
過
労
死
問
題
が
注
目
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
企
業
の
健
康

管
理
体
制
の
在
り
方
も
多
様
な
角
度
か
ら
議
論
さ
れ
始
め
て
い
る
。
先
生

北法49(6・255)1413



は
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
、
「
産
業
医
制
度
の
課
題
」
外
尾
健
一
先
生
古

稀
記
念
・
労
働
保
護
法
の
研
究
(
一
九
九
四
年
、
有
斐
閣
)
、
「
産
業
医
を

め
ぐ
る
法
律
問
題
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
八
六
号
(
一
九
九
五
年
)
、
「
健

康
診
断
と
法
的
問
題
」
労
働
法
学
研
究
会
報
二
一
三
五
号
(
一
九
九
八
年
)

の
先
駆
的
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
先
生
が
総
論
を
ま
と

め
る
と
と
も
に
全
体
の
編
集
を
し
た
産
業
医
制
度
の
研
究
(
一
九
九
八

年
、
北
大
図
書
刊
行
会
)
は
、
北
大
の
社
会
保
障
法
研
究
会
を
中
心
と
す

る
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
、
産
業
医
活
動
の
実
際
や
産
業
医
の
法
的
地
位
、
労

働
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ
l
保
護
と
の
関
連
及
び
比
較
法
的
(
ド
イ
ツ
、
フ

ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
)
な
考
察
等
が
な
さ
れ
て
お
り
、
労
働

者
保
健
の
在
り
方
を
考
え
る
た
め
の
必
読
文
献
と
さ
れ
て
い
る
。

間
労
働
基
準
及
び
労
働
者
に
対
す
る
社
会
的
サ
ポ
ー
ト
の
法
理

労
働
形
態
や
就
業
構
造
の
多
様
化
に
と
も
な
い
労
働
基
準
法
は
し
ば
し

ば
改
正
さ
れ
、
ま
た
労
働
基
準
関
係
の
新
立
法
が
な
さ
れ
て
い
る
。
先
生

は
、
こ
れ
ら
の
改
正
に
も
研
究
会
の
座
長
等
と
し
て
関
与
し
、
各
立
法
の

背
景
、
論
点
、
課
題
に
つ
き
周
到
な
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
「
労
働

基
準
法
の
将
来
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
二
号
(
一
九
八
一
年
)
は
、
労
使
関

係
の
変
動
を
ふ
ま
え
て
労
基
法
全
体
の
将
来
展
望
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

労
働
時
間
短
縮
と
の
関
連
で
は
、
「
労
働
時
間
制
の
あ
り
方
」
ジ
ユ
リ

ス
ト
一

0
0
0
号
(
一
九
九
二
年
)
に
お
い
て
、
時
短
の
目
的
、
経
済
効

果
、
法
規
制
の
動
向
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
パ
ー
ト
労
働
者
に
つ
い
て

は
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
「
ス
ー
パ
ー
・
外
食
産
業
に
お
け
る
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
の
実
態
と
問
題
点
」
季
刊
労
働
法
一
一
一
一
六
号
(
一
九
八
五

年
)
を
、
ま
た
、
社
会
保
険
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
パ

l
ト
労
働

者
へ
の
社
会
保
険
等
の
適
用
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
一
一
一
号
(
一
九
九
三
年
)

を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
後
者
で
は
、
厚
生
省
「
パ

l
ト
労
働
者
に
対
す
る

医
療
年
金
保
険
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
を
ふ
ま
え
て
、
基
本
的
論
点

と
し
て
専
業
主
婦
の
社
会
保
険
料
負
担
の
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
介
護
休
業
法
に
つ
い
て
は
、
「
介
護
休
業
法
制
の
検
討

(
上
)
(
下
)
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
六
四
号
、
一

O
六
五
号
(
一
九
九
五
年
)

に
お
い
て
、
高
齢
社
会
の
到
来
に
対
し
家
族
が
適
切
に
対
応
で
き
ず
、
ま

た
介
護
施
策
も
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
介
護
休
業
制
度
が
必
要
に
な
っ

た
経
緯
お
よ
び
介
護
休
業
法
案
の
内
容
を
解
説
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
論

説
も
、
制
度
の
形
成
過
程
を
正
確
に
認
識
す
る
う
え
で
有
益
で
あ
る
と
と

も
に
、
制
度
の
問
題
点
に
も
目
配
り
を
し
て
い
る
の
で
、
将
来
の
制
度
変

更
に
と
っ
て
も
示
唆
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
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同
整
理
解
雇
を
中
心
と
す
る
解
雇
一
の
法
理

現
在
、
未
曾
有
の
不
況
の
影
響
に
よ
っ
て
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
解
雇
一
や



保原喜志夫教授の経歴と業績

退
職
強
要
事
件
が
急
増
し
て
い
る
。
先
生
は
、
わ
が
国
の
解
雇
一
、
と
り
わ

け
整
理
解
雇
法
理
の
形
成
に
つ
い
て
も
強
い
影
響
を
与
え
た
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
雇
法
理
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
「
フ
ラ

ン
ス
の
解
雇
の
法
理
に
関
す
る
一
考
察
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
一
八
九
号

(
一
九
七
四
年
)
に
お
い
て
、
一
九
七
三
年
制
定
の
「
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約
の
解
約
告
知
に
関
す
る
法
律
」
で
提
起
さ
れ
た
、
解
一
庭
事
由

と
そ
の
立
証
及
び
濫
用
的
解
雇
に
対
す
る
救
済
と
い
う
基
本
的
な
問
題
を

論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
「
行
政
官
庁
に
よ
る
経
済
的
解
雇
の
承
認
と
司
法

裁
判
所
の
審
査
権
i
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
整
理
解
雇
一
規
制
の
手
続
的
側

面
に
対
す
る
一
考
察
」
北
大
法
学
論
集
二
二
巻
一
二
H

四
号
(
下
巻
)
(
一

九
八
一
年
)
で
は
、
合
理
化
に
と
も
な
う
解
雇
一
に
つ
き
行
政
官
庁
の
事
前

承
認
を
義
務
づ
け
た
一
九
七
五
年
法
に
関
す
る
ホ
ッ
ト
な
論
点
、
す
な
わ

ち
司
法
裁
判
所
の
審
査
権
の
有
無
・
範
囲
、
事
前
承
認
手
続
の
対
象
等
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
以
上
の
他
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
経
済

的
理
由
に
よ
る
解
雇
一
の
規
制
」
季
刊
労
働
法
一
一
三
号
(
一
九
七
九
年
)
、

「
諸
外
国
に
お
け
る
整
理
解
雇
一
の
規
制
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
五
五
号

(
一
九
八
O
年
)
が
あ
る
。
さ
ら
に
凶
に
お
い
て
紹
介
す
る
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
組
合
活
動
権
を
め
ぐ
る
論
文
に
お
い
て
も
差
別
的
解
雇
の
認
定
、

救
済
の
在
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
わ
が
国
の
解
釈
論
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
「
整
理
解
雇
一
を
め

ぐ
る
判
例
の
法
理
(
二

l
(
七
)
」
判
例
評
論
二
七
五
、
二
七
七
、
二
七

八
、
二
九
七
、
二
九
八
、
三
0
0
、一二
O
一
二
号
(
一
九
八
二
|
一
九
八
四

年
)
が
あ
る
。
こ
の
長
大
な
論
文
は
戦
後
か
ら
昭
和
五
五
年
ま
で
の
整
理

解
雇
一
を
め
ぐ
る
裁
判
例
を
詳
細
に
分
析
し
、
判
例
法
理
と
い
わ
れ
る
整
理

解
雇
の
い
わ
ゆ
る
四
要
件
の
形
成
と
動
揺
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
同
一
事
案
に
お
い
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な
っ
た
例
を

詳
細
に
検
討
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
有
す
る
の
で
、
全
体
の
傾
向
と
と

も
に
個
別
事
案
の
問
題
点
を
も
適
切
に
理
解
で
き
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

整
理
解
雇
法
理
研
究
の
た
め
の
必
読
文
献
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
先
生
は
、

と
り
わ
け
、
四
つ
の
要
件
の
う
ち
、
整
理
解
雇
の
必
要
性
と
解
雇
回
避
措

置
の
要
件
を
一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
具
体

的
基
準
と
し
て
「
企
業
の
経
常
利
益
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、
整
理
解
雇
以

外
の
方
法
で
、
当
面
そ
の
解
消
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
必
要
な
範

囲
で
、
整
理
解
雇
の
必
要
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
短
期
雇一

用
者
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
剰
員
が
生
じ
た
こ
と
を

も
っ
て
足
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
判
例
法
理
に
強
い
影
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響
を
与
え
て
い
る
。

凶
労
使
関
係
の
法
理

組
合
活
動
法
理
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
は
困
難
で
あ
る
。
法
律
論
だ



け
で
は
な
く
、
労
使
関
係
や
労
務
管
理
の
実
態
、
さ
ら
に
労
働
を
め
ぐ
る

文
化
・
哲
学
に
つ
い
て
も
深
い
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先

生
は
、
留
学
、
在
外
研
究
を
通
じ
て
流
動
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
労
使
関
係
お

よ
び
法
の
動
向
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
紹
介
し
、
日
本
法
に
と
っ
て
も
示
唆
的
な

議
論
を
随
所
で
展
開
し
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
内
に
お
け
る
組
合
活
動
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
九

一
号
(
一
九
六
六
年
)
は
、
一
九
六
0
年
代
初
頭
に
お
い
て
展
開
し
た
、

企
業
内
組
合
活
動
を
法
認
す
べ
し
と
い
う
一
連
の
動
向
の
背
景
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
動
き
が
一
九
六
九
年
に
施
行
さ
れ
る
「
企
業
内
の
組

合
活
動
に
関
す
る
法
律
」
へ
と
結
実
す
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
内
の
組

合
活
動
に
関
す
る
法
律
(
上
)
(
下
)
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
一
一
一
O
、
一

一
二
号
(
一
九
六
九
年
)
は
、
労
働
者
の
企
業
参
加
を
進
め
る
布
石
と
な
っ

た
同
法
の
背
景
、
内
容
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
一
九
八
二
年

に
、
よ
り
本
格
的
に
労
働
者
の
職
場
内
に
お
け
る
権
利
を
保
障
し
た
オ
ル

l

法
が
成
立
す
る
。
「
オ
ル
!
法
と
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
の
新
展
開
」
日
本
労

働
協
会
雑
誌
二
一
O
二
号
(
一
九
八
四
年
)
は
、
同
法
の
内
容
、
と
り
わ
け

労
働
者
の
意
思
表
示
権
、
労
働
者
代
表
機
関
の
強
化
、
団
交
義
務
の
法
定

等
に
つ
き
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
が
フ
ラ
ン
ス
労
使
関
係
法
の
最
近
の
動
向
を
時
系
列
的
に
フ
ォ
ロ
ー

し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
職
場
占
拠
」
久
保
敬
治

教
授
還
暦
記
念
論
文
集
・
労
働
組
合
法
の
理
論
課
題
(
一
九
八
O
年
、
世

界
思
想
社
)
と
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
不
当
労
働
行
為
」
外
尾
健
一
編
・

団
結
権
侵
害
と
そ
の
救
済
(
一
九
八
五
年
、
有
斐
閣
)
は
、
労
使
関
係
法

上
の
主
要
論
点
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
一
九
六
八
年
五
月

事
件
以
来
日
常
化
し
た
職
場
占
拠
に
関
す
る
法
的
問
題
を
検
討
し
た
も
の

で
あ
る
。
後
者
は
、
一
九
八
二
年
の
オ
ル

l
法
以
後
の
労
使
関
係
法
の
展

開
を
、
従
業
員
を
代
表
す
る
者
に
対
す
る
解
雇
の
規
制
と
団
交
義
務
に
焦

点
を
合
せ
て
論
じ
て
い
る
。
歴
史
的
経
緯
や
労
使
関
係
の
実
態
を
ふ
ま
え

た
法
理
の
検
討
は
日
本
法
に
と
っ
て
も
示
唆
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
労
使
関
係
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
労
働
法
学
界
に
強
い
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
下
井
隆
史
教
授
と
山
口
浩
一
郎
教
授
と
の
共
著
・
労

働
法
再
入
門
(
一
九
七
七
年
、
有
斐
閣
)
、
論
点
再
考
労
働
法
(
一
九
八

二
年
、
有
斐
閣
)
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
両
著
は
、
「
知
的

誠
実
さ
を
失
う
こ
と
な
く
、
し
か
し
自
由
に
思
考
し
縦
横
に
論
じ
る
」
と

い
う
視
点
か
ら
わ
が
国
の
労
使
関
係
法
理
に
つ
き
徹
底
的
な
論
争
を
挑
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
団
結
権
の
在
り
方
、
組
合
の
自
己
責
任
と
不
当
労
働
行

為
法
理
、
ユ
ニ
オ
ン
シ
ョ
ッ
プ
協
定
違
法
論
等
は
、
そ
の
後
の
学
説
に
強

い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
司
法
救
済
の
法
理
や
組
合
は
ど
の
よ
う

な
意
味
で
組
合
員
を
代
表
し
て
い
る
の
か
等
、
い
ま
だ
に
解
明
さ
れ
て
い

な
い
テ
l
マ
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
一
九
八
0
年
代
か
ら
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労
働
組
合
の
力
量
が
低
下
す
る
と
と
も
に
組
合
法
の
研
究
も
下
火
に
な
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
の
論
争
が
そ
の
後
の
学
説
の
展
開
に
十
分
生

か
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
残
さ
れ
て
い
る
。
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保
原
先
生
は
、
法
学
部
に
お
い
て
は
労
働
法
、
社
会
保
障
法
、
フ
ラ
ン

ス
語
等
を
講
義
す
る
と
と
も
に
演
習
を
担
当
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
学
研
究

科
や
環
境
科
学
研
究
所
で
は
、
大
学
院
の
講
義
を
担
当
さ
れ
た
。
社
会
的

な
豊
富
な
経
験
と
知
識
に
支
え
ら
れ
た
講
義
は
、
明
快
で
あ
り
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
内
容
と
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
分
野
の
初

心
者
に
対
し
て
は
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
な
教
え
方
に
は
定
評
が
あ
り
、
法

学
や
社
会
科
学
の
目
が
聞
か
れ
た
学
生
は
少
な
く
な
い
。

ま
た
、
下
井
隆
史
教
授
(
前
北
海
道
大
学
教
授
、
そ
の
後
神
戸
大
学
教

授
を
経
て
現
在
大
阪
学
院
大
学
教
授
)
と
と
も
に
北
海
道
の
社
会
法
学
研

究
の
レ
ベ
ル
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
多
く
の
研
究
者
を
養
成
し
た
功
績

も
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
北
海
道
に
は
、
大
和
哲
夫
教
授
(
前
北
海

学
園
大
学
学
長
)
が
主
催
す
る
労
働
法
研
究
会
が
あ
っ
た
が
、
保
原
先
生

の
赴
任
後
は
北
大
が
研
究
の
中
心
と
な
り
、
労
働
判
例
研
究
会
、
社
会
保

障
法
研
究
会
が
ほ
ぼ
毎
週
間
か
れ
た
。
保
原
先
生
は
、
両
研
究
会
の
主
催

者
と
し
て
議
論
を
リ
ー
ド
す
る
と
と
も
に
、
自
由
に
議
論
を
す
る
と
い
う

伝
統
を
確
立
し
た
。
両
研
究
会
で
は
、
多
様
な
参
加
者
に
よ
り
活
発
な
論

議
が
な
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
全
国
の
研
究
会
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
良
き
伝
統
は
、
保
原
先
生
の
幅
広
く
人
を
受
け
入

れ
る
性
格
や
高
い
見
識
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

こ
の
両
研
究
会
か
ら
は
、
保
原
門
下
生
と
も
い
う
べ
き
多
く
の
研
究
者

が
輩
出
し
て
お
り
、
現
在
で
は
北
大
は
社
会
法
研
究
の
一
つ
の
潮
流
を
形

成
し
始
め
て
い
る
と
い
え
る
。
労
働
法
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
(
北
海

道
大
学
)
、
小
宮
文
人
(
北
海
学
園
大
学
)
、
坂
本
宏
志
(
札
幌
国
際
大

学
)
、
約
仕
憲
一
郎
(
北
海
道
情
報
大
学
)
等
を
、
社
会
保
障
法
に
つ
い

て
は
、
加
藤
智
章
(
新
潟
大
学
)
、
菊
池
馨
実
(
大
阪
大
学
)
、
倉
田
聡

(
北
星
学
園
大
学
)
、
片
桐
由
喜
(
小
樽
商
科
大
学
)
等
を
、
ま
た
環
境

法
等
の
領
域
で
は
、
加
藤
峰
夫
(
横
浜
国
立
大
学
)
、
一
之
瀬
古
同
博
(
濁

協
大
学
)
、
光
武
幸
(
札
幌
学
院
大
学
)
、
鄭
朝
燦
(
佐
賀
大
学
)
等
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
江
口
隆
裕
(
厚
生
省
)
、
島
田
陽
一
(
早

稲
田
大
学
)
、
良
永
弥
太
郎
(
熊
本
大
学
)
、
石
橋
敏
郎
(
熊
本
県
立
大

学
)
、
渡
辺
賢
(
帝
塚
山
大
学
)
、
石
黒
匡
人
(
小
樽
商
科
大
学
)
、
本
久

洋
一
(
小
樽
商
科
大
学
)
等
、
研
究
会
に
お
い
て
、
保
原
先
生
か
ら
懇
切

な
指
導
を
受
け
、
現
在
で
も
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
る

研
究
者
も
多
い
。

北法49(6・259)1417



保
原
喜
志
夫
教
授
の
履
歴

仙
台
に
生
ま
れ
る
。

東
北
大
学
法
学
部
卒
業

東
京
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単

位
取
得
退
学

同
課
程
修
了
、
法
学
博
士
(
東
京
大
学
)

東
京
大
学
法
学
部
助
手

北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
、
現
職

(
主
と
し
て
、
労
働
法
及
び
社
会
保
障
法
の

講
義
及
び
演
習
を
担
当
)

昭
和
五
二
年
四
月
1
平
成
六
年
三
月

北
海
道
大
学
大
学
院
環
境
科
学
研
究
科
教
授

兼
任

昭
和
六
一
年
一
一
一
月
1
昭
和
六
三
年
二
一
月

北
海
道
大
学
法
学
部
長

平
成
七
年
四
月

1
平
成
九
年
三
月
北
海
道
大
学
副
学
長

昭
和
一

O
年
五
月
一

日

昭
和
三
四
年
三
月

昭
和
三
九
年
三
月

昭
和
四
一
年
九
月

昭
和
三
九
年
四
月

昭
和
四
二
年
四
月

昭
和
四
五
年
八
月

学
会
及
び
学
外
委
員

北法49(6・260)1418

昭
和
四
五
年
(
一
九
七

O
年
)
以
来
、
約
三
一

0
年
間
に
わ
た
っ
て
下
記

の
よ
う
な
役
職
を
兼
任
さ
れ
た
。
す
で
に
終
了
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ

の
多
く
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
る
。

学
会
関
係

日
本
労
働
法
学
会
理
事

日
本
社
会
保
障
法
学
会
理
事

日
本
労
使
関
係
研
究
協
会
理
事

文
部
省
関
係
等

大
学
設
置
審
議
会
専
門
委
員

国
立
大
学
協
会
第
四
常
置
委
員
会
委
員

大
学
基
準
協
会
専
門
委
員

労
働
省
関
係

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
議
会
会
長

障
害
者
雇
用
審
議
会
会
長
代
理

中
小
企
業
退
職
金
共
済
審
議
会
会
長
代
理



労
働
基
準
法
研
究
会
労
働
時
間
法
制
部
会
会
長

通
勤
途
上
災
害
調
査
会
委
員

北
海
道
労
働
基
準
審
議
会
会
長

厚
生
省
関
係

老
人
保
健
制
度
研
究
会
委
員

パ
ー
ト
労
働
者
に
対
す
る
医
療
年
金
保
険
に
関
す
る
検
討
会
座
長

四
I 一

九
七
五

保原喜志夫教授の経歴と業績

一
九
七
七

九
八，

一
九
九
八 保

原
喜
志
夫
教
授
の
業
績

著
書

労
災
補
償
・
安
全
衛
生
五
O
講
(
有
斐
閣
)

著労
働
法
再
入
門
(
有
斐
閣
)
下
井
隆
史
、
山
口
浩
一
郎
と

共
著
論
点
再
考
労
働
法
(
有
斐
閣
)
下
井
隆
史
、
山
口
浩
一
郎

と
共
著

産
業
医
制
度
の
研
究
(
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
)

花
見
忠
と
共

E 一
九
六
四

一
九
六
六

一
九
六
七

一
九
六
九

九
七

-
九
七
三

編
著

九
七
回

ジ
ュ
リ
ス
ト
二
九
八
号

フ
ラ
ン
ス
の
企
業
内
に
お
け
る
組
合
活
動
ー
ー
そ
の
法
的

評
価
|
|
日
本
労
働
協
会
雑
誌
九
一
号

業
務
上
・
外
を
め
ぐ
る
問
題
『
新
労
働
法
講
座

(
有
斐
閣
)
所
収

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
通
勤
途
上
の
災
害

誌
八
四
巻
二
号

フ
ラ
ン
ス
の
企
業
内
の
組
合
活
動
に
関
す
る
法
律
(
上
)

(
下
)
日
本
労
働
協
会
雑
誌
二
一

O
、
一
一
二
号

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
使
関
係
|
|
企
業
内
の
制
度
と
そ

の
運
用
の
実
態
日
本
労
働
協
会
雑
誌
一
二
五
号

通
勤
途
上
の
業
務
上
・
外
論
争

l
l
「
報
告
書
」
は
な
ぜ

棚
上
げ
し
た
か
季
刊
労
働
法
人
六
号

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
通
勤
途
上
災
害
の
補
償

ト
五
一
八
号

職
業
性
疾
病
に
お
け
る
使
用
者
の
過
失
の
推
定

ト
五
三
八
号

フ
ラ
ン
ス
の
解
雇
の
法
理
に
関
す
る
一
考
察

会
雑
誌
一
八
九
号

論
文

労
災
補
償
の
問
題
点

J¥ 
L皇国

法
学
協
会
雑

ジ
ユ
リ
ス

ジ
ユ
リ
ス

北法49(6・261)1419 

日
本
労
働
協



一
九
七
五

一
九
七
六

一
九
七
七

一
九
七
九

一
九
八
O

九
J¥ 

期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
解
約
告
知
に
関
し
、
労
働

法
典
を
改
正
す
る
一
九
七
三
年
七
月
一
三
日
の
法
律
(
フ
ラ

ン
ス
)
日
本
労
働
協
会
雑
誌
一
八
九
号

通
勤
途
上
災
害
に
お
け
る
経
路
の
逸
脱
中
断
に
つ
い
て

石
井
照
久
先
生
追
悼
論
集
「
労
働
法
の
諸
問
題
』
(
勤
草
書

一
房
)
所
収

労
災
補
償
の
法
理
論
季
刊
労
働
法
九
九
号

職
業
病
の
認
定
と
安
全
対
策
ジ
ユ
リ
ス
ト
六
=
一
七
号

労
災
補
償
制
度
と
不
法
行
為
責
任
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
一
号

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
経
済
的
理
由
に
よ
る
解
雇
の
規
制

季
刊
労
働
法
一
一
一
一
一
号

諸
外
国
に
お
け
る
整
理
解
雇
の
規
制

五
五
号

日
本
労
働
法
学
会
誌

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
職
場
占
拠
久
保
敬
治
還
暦
記
念

『
労
働
組
合
法
の
理
論
課
題
』
(
世
界
思
想
社
)
所
収

労
働
組
合
法
五
条
の
解
釈
『
注
釈
労
働
組
合
法
上
巻
』

(
有
斐
閣
)
所
収

労
働
基
準
法
の
将
来
ジ
ユ
リ
ス
ト
七
一
一
一
一
号

行
政
官
庁
に
よ
る
経
済
的
解
雇
の
承
認
と
司
法
裁
判
所
の
審

査
権

l
l
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
整
理
解
雇
一
規
制
の
手
続

九
J¥ 

九
j¥、

一
九
八
四

一
九
八
五

北
大
法
学
論
集

き
的
側
面
に
対
す
る
一
考
察
|
|

巻
=
了
四
合
併
号
下
巻

労
災
保
険
給
付
と
損
害
賠
償
と
の
調
整

O
口す

急
性
脳
死
・
心
臓
死
の
業
務
上
外
認
定
を
め
ぐ
る
行
政
解
釈

と
判
例
の
組
齢
季
刊
労
働
法
一
一
一
一
号

ク
ロ
ム
柿
ガ
ン
と
使
用
者
の
責
任
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
八
号

整
理
解
雇
を
め
ぐ
る
判
例
の
法
理
一
判
例
評
論
二
七
五
号

整
理
解
雇
を
め
ぐ
る
判
例
の
法
理
二
、
二
一
、
四
、
五
判
例

評
論
二
七
七
、
二
七
八
、
二
九
七
、
二
九
八
号

労
災
補
償
責
任
の
法
的
性
格

「
現
代
労
働
法
講
座
(
ロ
)
労
働
災
害
・
安
全
衛
生
』
(
有

斐
閣
)
所
収

整
理
解
雇
を
め
ぐ
る
判
例
の
法
理
六
、
七
完

0
0
、
三
O
三口万

北法49(6・262)1420

ジ
ユ
リ
ス
ト
七
四

判
例
評
論
三

日
本
労
働
協
会

オ
ル
l
法
と
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
の
新
展
開

雑
誌
三
O
二
号

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
不
当
労
働
行
為
『
団
結
権
審
議
と
そ

の
救
済
l
|
不
当
労
働
行
為
制
度
の
比
較
法
的
考
察
』
(
有

斐
閣
)
所
収



一
九
九
二

一
九
九
三

保原喜志夫教授の経歴と業績

ス
ー
パ
ー
・
外
食
産
業
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

実
態
と
問
題
点
(
第
三
次
産
業
と
労
働
問
題
・
労
働
法
制

〈
特
集
〉
)
季
刊
労
働
法
一
三
六
号

労
働
時
間
制
の
あ
り
方
(
新
世
紀
の
日
本
法
|
l

o
H
b
p〉
「
時
代
の
針
路
〈
特
集
〉
)
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
O

0
0日す

労
働
基
準
法
改
正
の
動
向
と
論
点
|
l
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

の
時
間
管
理
の
あ
り
方
と
と
も
に
(
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の

人
事
革
新
〈
特
別
資
料
号
〉
)
労
働
法
学
研
究
会
報
四

三
巻
四
六
号

パ
ー
ト
労
働
者
へ
の
社
会
保
険
等
の
適
用
(
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
の
現
状
と
課
題
〈
特
集
〉
)
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
一一一

号パ
ー
ト
労
働
者
へ
の
社
会
保
険
等
の
適
用
を
め
ぐ
る
問
題

〈
論
評
〉
週
刊
社
会
保
障
一
七
五
五
号

外
国
人
労
働
者
と
社
会
保
障
(
国
際
化
と
産
業
保
健
〈
特

集
〉
)
公
衆
衛
生
五
七
巻
五
号

労
災
補
償
審
議
会
l
l
小
委
員
会
報
告
と
労
災
認
定
の
当

面
の
問
題
点
|
|
(
過
労
死
認
定
基
準
の
見
直
し
等
を
中

心
に
)
労
働
法
学
研
究
会
報
一
九
O
九
号

九
九
四

一
九
九
五

産
業
医
制
度
の
課
題
『
労
働
保
護
法
の
研
究

先
生
古
稀
記
念
』
(
有
斐
閣
)
所
収

介
護
休
業
法
制
の
検
討
(
上
)
(
下
)

六
四
、
一

O
六
五
口
す

外
尾
健

ジ
ユ
リ
ス
ト
一
O

判
例
研
究

一
九
六
三
解
雇
さ
れ
た
大
学
教
授
に
つ
き
、
他
大
学
の
兼
任
教
授
と
し

て
収
入
を
得
、
ま
た
著
書
の
印
税
な
ど
に
よ
る
臨
時
収
入
を

得
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
賃
金
の
仮
払
い
の
必
要
性
な
し
と

皿一
九
六
四

さ
れ
た
例
ジ
ユ
リ
ス
ト
二
七
一
号

使
用
者
は
、
労
災
保
険
給
付
を
な
す
べ
き
旨
の
決
定
に
つ
き
、

業
務
上
の
災
害
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
労
災
保
険
法

三
五
条
一
項
に
よ
る
審
査
請
求
が
で
き
る
か
ジ
ユ
リ
ス
ト

二
七
八
号

木
材
業
者
に
雇
用
さ
れ
、
自
己
の
所
有
す
る
馬
ぞ
り
で
伐
材

の
搬
出
作
業
に
従
事
す
る
馬
ぞ
り
夫
が
作
業
終
了
後
右
馬
ぞ

り
を
操
作
し
て
帰
宅
す
る
途
上
で
こ
う
む
っ
た
災
害
は
、
労

働
災
害
で
は
な
い
ジ
ユ
リ
ス
ト
三
O
二
号

い
わ
ゆ
る
「
マ
書
簡
」
は
、
当
該
者
を
そ
の
者
の
抱
く
思
想

内
容
の
故
に
追
放
を
命
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
攻
撃
的
破
壊
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一
九
六
五

的
行
動
の
あ
っ
た
考
の
み
の
追
放
を
命
じ
た
に
す
ぎ
な
い

ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
一
一
一
一
号

就
業
規
制
中
の
「
懲
戒
解
雇
は
行
政
官
庁
の
認
定
を
得
て
後

行
う
」
旨
の
条
項
と
労
働
基
準
法
二

O
条
ジ
ュ
リ
ス
ト
三

一
九
六
六

二
四
号

現
職
復
帰
お
よ
び
パ
ッ
ク
ペ
イ
を
命
じ
た
救
済
命
令
中
、
賃

金
相
当
額
の
支
払
い
の
部
分
に
つ
い
て
の
み
命
じ
た
緊
急
命

令
の
例
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
一
一
一
一
六
号

木
立
の
伐
採
、
運
搬
を
業
と
す
る
会
社
に
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手

と
し
て
一
雇
一
わ
れ
た
者
が
、
伐
材
運
搬
に
お
も
む
く
途
中
で
同

乗
の
助
手
(
無
免
許
)
に
運
転
を
委
ね
、
荷
台
に
乗
車
中
転

落
死
亡
し
た
こ
と
が
業
務
上
の
災
害
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
例

ジ
ユ
リ
ス
ト
三
六
四
号

慢
性
の
内
蔵
疾
患
に
よ
る
勤
務
成
績
不
良
を
理
由
と
す
る
解

雇
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
例
ジ
ユ
リ
ス
ト
三
七
八
号

夫
婦
の
別
居
を
伴
、
つ
転
勤
命
令
の
効
力
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六

五
口
ぢ

労
働
基
準
法
七
九
条
に
い
う
「
業
務
上
死
亡
し
た
場
合
」
に

あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
例
民
商
法
雑
誌
七
三
巻
一
号

地
方
公
営
企
業
の
争
議
に
お
け
る
ピ
ケ
の
正
当
性
季
刊
労

一
九
六
七

一
九
七
O

九
七

九
七

九
七

一
九
七
五

一
九
八

O

九
J¥ 

九
j¥、

働
法
七
八
号

現
業
公
務
員
の
勤
務
関
係
を
争
う
場
合
の
訴
訟
形
式

判
例
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評
論
一
五

O
号

建
築
現
場
付
近
で
元
同
僚
に
殴
ら
れ
た
大
工
の
死
亡
が
業
務

外
と
さ
れ
た
例
ジ
ユ
リ
ス
ト
五

O
二
号

使
用
者
は
労
働
者
と
の
一
雇
傭
契
約
上
の
義
務
と
し
て
右
契
約

関
係
特
有
の
労
働
災
害
に
よ
る
危
険
に
対
し
て
労
働
者
を
安

全
に
就
労
さ
せ
る
べ
き
安
全
保
障
義
務
を
負
う
判
例
評
論

一
七
五
号

社
用
ゴ
ル
フ
参
加
途
上
の
会
社
専
務
の
事
故
死
と
業
務
上
・

外
の
判
断
|
|
高
崎
労
基
署
長
事
件
を
中
心
に

|
1
労

働
判
例
二
三

O
号

形
式
的
に
は
障
害
等
級
表
の
二
個
の
等
級
に
該
当
す
る
が
、

実
質
的
に
は
一
個
の
障
害
に
あ
た
る
と
評
価
す
べ
き
例
判

例
評
論
二
五
四
号

診
療
録
等
は
民
訴
法
コ
二
二
条
三
号
前
段
の
利
益
文
書
に
あ

た
る
か
季
刊
労
働
法
一
二
五
号

労
働
協
約
に
基
づ
く
「
劾
肩
腕
症
候
群
総
合
精
密
検
診
」
の

受
診
拒
否
等
を
理
由
と
す
る
戒
告
処
分
が
無
効
と
さ
れ
た
例

ジ
ユ
リ
ス
ト
七
八
八
号



一
九
人
六

一
九
八
七

一
九
八
八

一
九
八
九

保原喜志夫教授の経歴と業績

一
九
九
O

一
九
九
三

労
働
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
得
べ
か
り
し
普
通
恩
給
の

喪
失
は
損
害
賠
償
請
求
の
原
因
と
な
る
か
(
最
判
昭
五
九
・

一
0
・
九
)
判
例
評
論
三
一
八
号

年
末
休
暇
中
の
寮
火
災
に
よ
る
精
神
薄
弱
の
労
働
者
の
死
亡

事
故
と
会
社
の
安
全
配
慮
義
務
ジ
ユ
リ
ス
ト
八
四
九
号

労
災
に
お
け
る
国
の
監
督
責
任

l
l植
田
マ
ン
ガ
ン
事
件

大
阪
高
裁
判
決
ジ
ユ
リ
ス
ト
八
六
O
号

労
災
保
険
法
施
行
前
に
従
事
し
た
ベ
ン
ジ
ジ
ン
製
造
業
務
を

原
因
と
し
て
同
法
施
行
後
に
発
病
し
た
跨
脱
ガ
ン
等
の
疾
病

は
労
災
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る

l
l
和
歌
山
労
基
署
長

事
件
判
例
評
論
三
四
四
号

通
勤
災
害
の
保
護
ジ
ユ
リ
ス
ト
九
O
O
号

夏
休
み
一
ヵ
月
の
年
休
申
請
を
使
用
者
は
拒
否
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
さ
れ
た
例
労
働
法
令
通
信
四
二
巻
五
号

自
動
車
工
場
の
機
械
工
に
対
す
る
コ
ン
ベ
ア
l
ラ
イ
ン
単
純

作
業
へ
の
配
転
命
令
の
当
否
|
|
日
産
自
動
車
配
転
事
件

|
|
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
九
号

労
災
保
険
法
施
行
前
に
従
事
し
た
ベ
ン
ジ
ジ
ン
製
造
業
務
を

原
因
と
し
て
同
法
施
行
後
に
発
病
し
た
腸
脱
ガ
ン
等
の
疾
病

は
労
災
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
|
|
和
歌
山
労
基
署
長

解
説

一
九
六
六

W 一
九
六
七

一
九
六
八

一
九
七
O

九
七

一
九
七
三

一
九
七
七

事
件
(
最
判
平
五
・
二
・
二
ハ
)

号

ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
二
七

事
業
場
の
附
属
寄
宿
舎
の
概
念

冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)

労
働
基
準
実
例
百
選
(
別

寄
宿
舎
の
自
治
と
使
用
者
の
管
理
権

(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

解
雇
役
員
と
専
従
休
暇
月
刊
労
働
問
題
九
二
号

合
意
解
約
新
版
労
働
判
例
百
選
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

労
働
組
合
内
部
の
問
題
②
フ
ラ
ン
ス

労
働
基
準
実
例
百
選

日
本
労
働
協
会
雑
誌

一
一
四
号

通
勤
途
上
の
災
害
日
本
労
働
法
学
会
誌
三
六
号

労
災
法
制
の
問
題
点
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
二
号

通
勤
途
上
災
害
補
償
保
険
法
(
案
)
に
関
す
る
実
務
上
の
留

意
点
労
働
判
例
一
八
一
号

通
勤
災
害
と
労
働
災
害
法
学
教
室
三
号

通
勤
災
害
新
労
働
基
準
実
例
百
選
(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)

天
災
地
変
そ
の
他
に
よ
る
災
害
新
労
働
基
準
実
例
百
選

(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

北法49(6・265)1423



一
九
七
八

一
九
七
九

一
九
八
O

九
)¥ 

一
九
八
五

職
業
病
の
認
定
と
安
全
対
策

労
働
災
害
と
元
請
・
下
請
の
賠
償
責
任

選
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

労
災
補
償
と
慰
謝
料

ス
ト
)

ジ
ユ
リ
ス
ト
六
三
七
号

社
会
保
障
判
例
百

社
会
保
障
判
例
百
選
(
別
冊
ジ
ュ
リ

労
働
災
害
と
過
失
相
殺

社
会
保
障
判
例
百
選
(
別
冊
ジ
ユ

リ
ス
ト
)

業
務
上
の
認
定
労
働
法
の
判
例
第
二
版
(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)

六
・
二
三
労
働
時
間
短
縮
通
達
日
本
労
働
法
学
会
誌
五
三

口す公
務
員
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務

リ
ス
ト
増
刊
)

フ
ラ
ン
ス
の
労
災
補
償
川
1
間
労
働
法
学
研
究
会
報
二
一
一

三
六
、
一
三
一
二
七
、
二
二
四
四
、
二
二
四
五
、
一
三
五
四
号

経
済
的
事
由
に
よ
る
解
雇
一
に
関
す
る
一
九
七
五
年
一
月
三
一
日

の
法
律
(
資
料
)
日
本
労
働
協
会
雑
誌
二
六
O
号

納
金
ス
ト
労
働
判
例
百
選
第
四
版
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

労
働
契
約
の
合
意
解
約
1

1
雅
叙
園
事
件

選
第
四
版
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

ワ
ッ
ペ
ン
着
用
と
録
音
業
務
の
遅
延

行
政
法
の
争
点
(
ジ
ユ

労
働
判
例
百

マ
ス
コ
ミ
判
例
百
選

一
九
八
六

一
九
八
七

一
九
八
八

一
九
八
九

一
九
九
O

一
九
九

第
二
版
(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)

北法49(6・266)1424

フ
ラ
ン
ス
の
国
立
労
働
条
件
改
善
機
構
に
つ
い
て
川
凶

働
基
準
=
一
七
巻
九
、
一

O
号

労

男
女
雇
用
機
会
均
等
法

労
災
補
償
と
裁
判

新
法
学
案
内
部
(
法
学
教
室
増
刊
)

月
刊
ろ
う
さ
い
三
七
巻
七
号

労
働
基
準
実
例
百
選
第
三

天
災
地
変
そ
の
他
に
よ
る
災
害

版
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

通
勤
災
害
労
働
基
準
実
例
百
選
第
一
一
一
版
(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)

通
勤
災
害
ジ
ユ
リ
ス
ト
九
0
0
号

天
災
地
変
そ
の
他
に
よ
る
災
害

(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)

通
勤
災
害
改
正
労
働
基
準
実
例
百
選
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

フ
ラ
ン
ス
と
西
ド
イ
ツ
の
労
災
補
償
川
(
フ
ラ
ン
ス
)

刊
ろ
う
さ
い
四
O
巻
八
号

改
正
労
働
基
準
実
例
百
選月

第
三
者
の
強
制
|
|
山
恵
木
材
事
件

五
版
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

通
勤
途
上
災
害
労
働
法
の
争
点
新
版
(
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
)

安
全
衛
生
と
労
働
災
害
萩
原
・
山
口
編
『
労
働
法
読
本
』

(
有
斐
閣
)
所
収

損
害
賠
償
と
社
会
保
障
給
付

労
働
判
例
百
選
第

社
会
保
障
判
例
百
選
第
二
版



一
九
九
二

保原喜志夫教授の経歴と業績

一
九
九
五

(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)

業
務
上
の
意
義

リ
ス
ト
)

社
会
保
障
判
例
百
選
第
二
版
(
別
冊
ジ
ユ

フ
ラ
ン
ス
の
産
業
医
制
度
|
|
解
説
と
関
係
条
文
の
翻
訳

l
l
産
業
医
学
レ
ビ
ュ
ー
四
巻
三
号

老
人
保
健
法
改
正
と
老
人
保
健
制
度
研
究
会
報
告

会
保
障
一
六
三
七
号

遇
刊
社

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
産
業
医
の
実
情
と
問
題
点

レ
ビ
ュ
ー
五
巻
一
号

産
業
医
学

「
産
業
医
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
要
旨

ン
ニL

リ
ス
ト
一

O
O
一
二
号

産
業
医
制
度
の
改
善

|
i
職
場
の
健
康
管
理
の
充
実
に
向

け
て
|
l
週
刊
社
会
保
障
一
六
九
四
号

フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
の
実
情
と
そ
の
背
景
北
海
道
の
労

使
の
焦
点
シ
リ
ー
ズ
七
(
北
海
道
地
方
生
産
性
労
使
会
議
)

労
働
時
間
法
制
改
正
の
方
向
|
|
労
基
法
研
究
会
報
告
を

ふ
ま
え
て
(
論
壇
)
週
刊
法
律
新
聞
一

O
七
五
号

日
本
労
働
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
産
業
医
を
め
ぐ
る
法
律

問
題
に
つ
い
て
」
産
業
医
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
九
五
l
一
八
|

五

一
九
九
七

一
九
九
八

V 
九
七

一
九
八
O

九
Ji、

一
九
八
三

一
九
八
五

長
時
間
労
働
と
自
殺
と
の
相
当
因
果
関
係
と
安
全
配
慮
義
務

重
要
判
例
解
説
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
一
一
二
号

自
殺
が
長
時
間
労
働
に
よ
る
う
つ
病
の
結
果
で
あ
る
と
し
て

損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
た
例

月
刊
ろ
う
さ
い
三
月
号

学
会
報
告
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
座
談
会
、
講
演
等

座
談
会
「
通
勤
途
上
災
害
の
保
護
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
五
一
八

且すシ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
整
理
解
雇
の
法
理
」

日
本
労
働
法
学
会

誌
五
五
号

座
談
会
「
ク
ロ
ム
労
災
判
決
の
問
題
点
」

ジ
ユ
リ
ス
ト
七

五
八
号

講
演
「
労
働
災
害
を
め
ぐ
る
法
律
上
の
問
題
点
」

二
年
度
全
国
労
働
安
全
衛
生
大
会
特
別
講
演

講
演
「
労
災
補
償
と
労
災
民
訴
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

九
J¥ 

二
一
四
巻
一
号

学
会
報
告

z
Z
2、
一
明
。
円
吉
田
自
己
〉
6
m
m
g
o叫
〉
ミ
宮
町
田
-
m
s
'

国
際
労
働
法
・
社
会
保
障

huuu¥Bm出向

MNm-白
押

5
5
5
』
白
』

ug--

学
会
第
二
回
ア
ジ
ア
地
域
会
議

学
会
報
告

E
Z
2
2
5∞
吉
弘
吉
宮
n
z
o同
〉

S
E
r
g
e

安
全

北法49(6・267)1425



一
九
八
九

九
九

一
九
九
四

一
九
九
五

一
九
九
六

第

一
回
国
際
労
働
法
・

官一

cuミ
吋
回
開
星
回
耐
え
白
巴
。
口
出
回
口
同
釦
司
自
ョ

社
会
保
障
学
会
総
会
(
カ
ラ
カ
ス
)

座
談
会
「
調
停
の
概
念
と
制
度
」
第
二
回
日
仏
法
学
共
同
研

究
集
会
ジ
ユ
リ
ス
ト
九
二
九
号

座
談
会
「
産
業
医
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
を
め

ぐ
っ
て
i
|
産
業
医
の
顔
が
見
え
る
制
度
を
め
、
ざ
し
て
|

l
」
特
集
・
産
業
医
制
度
の
改
善

ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
O
三

号シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
労
使
紛
争
の
解
決
シ
ス
テ
ム
」

働
法
学
会
誌
八
O
号

講
演
「
労
働
安
全
と
労
災
保
険
」
日
本
整
形
外
科
学
会

日
本
労
働
法
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
「
産
業
医
を
め
ぐ
る
法

律
問
題
」
問
題
の
所
在
お
よ
び
議
論
の
総
括

講
演
「
労
災
保
険
と
損
害
賠
償
の
し
く
み
」

円子

日
本
労

産
業
医
科
大

講
演
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
労
働
時
間
|
|
日
本
と
欧
米
」

臼
本
新
聞
協
会
同
友
会

講
演
「
産
業
医
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」

日
本
医
師
会

翻
訳

一
九
六
五

VI 一
九
六
六

一
九
八
O

九
八

一
九
八
四

一
九
八
五

一
九
八
六

一
九
九
二

バ
ー
ナ
ー
・
カ
i
シ
ユ
「
労
働
運
動
の
輸
出
可
能
性
l
|

日
米
人
物
交
流
計
画
l
l
」
(
岡
本
秀
明
共
訳
)
日
本
労

働
協
会
雑
誌
七
六
号

フ
ラ
ン
ス
の
企
業
内
に
お
け
る
組
合
活
動
に
関
す
る
法
案
お

よ
び
若
干
の
協
約
例
日
本
労
働
協
会
雑
誌
九
一
号

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
経
済
構
造
の
変
革
と
団
体
交
渉
の
変
容

北
大
法
学
論
集
一
一
一
一
巻
二
号

「
雇
用
保
障
」
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
個
別
的
一
雇
用
契
約
の
モ
デ

ル
」
(
小
宮
丈
人
共
訳
)
R
.
プ
ラ
ン
パ
ン
編
・
花
見
忠
覧

訳
(
日
本
労
働
協
会
)

オ
ル
l
法
と
改
正
労
働
法
(
フ
ラ
ン
ス
)
一
、
二
、
一
二
、
四

(
資
料
)

日
本
労
働
法
協
会
雑
誌
三
O
四
、
三
O
五
、
三
O
六
、
三
O

七
号
オ
ル
l
法
と
改
正
労
働
法
(
フ
ラ
ン
ス
)
五
、
六
、
七
(
資
料
)

日
本
労
働
協
会
雑
誌
一
二
O
八
、
コ
一
O
九
、
三
一

O
号

ル
ノ
l
公
団
公
社
事
業
場
就
業
規
則
日
本
労
働
協
会
雑
誌

O 
号

フ
ラ
ン
ス
の
労
災
補
償
法
制
等
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書

北法49(6・268)1426



W 一
九
七
八

一
九
八
八

九
九

一
九
九
三

(
共
訳
と
解
説
)

労
災
補
償
研
究
会
平
成
四
年

暇
を
と
る
マ
ド
モ
ア
ゼ
ル
の
国
(
一
八

0
0
時
間
へ
の
挑

戦

l
休
ま
ぬ
者
、
働
く
べ
か
ら
ず
〈
時
短
総
特
集
〉
海

外
編
)

書
評

有
泉
亨
先
生
古
稀
記
念
『
労
働
法
の
解
釈
理
論
』

働
協
会
雑
誌
二
二
九
号

西
村
健
一
郎
「
労
災
補
償
と
損
害
賠
償
』
日
本
労
働
協
会

雑
誌
コ
一
五
一
号

p.
ロ
ザ
ン
バ
ロ
ン
『
労
働
組
合
の
諜
題
』
日
本
労
働
研

究
雑
誌
三
七
六
号

労
働
省
労
政
局
労
働
法
規
諜
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
の
労
使
関
係

世
界
の
労
働
問
三
巻
二
号

日
本
労

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
六
九
巻
五
四
号

法
制
」

VIH 

時
評
、
随
想
等

一
九
八
四
パ
リ
便
り
l
移
民
と
フ
ラ
ン
ス
人
(
海
外
通
信
)

日
本
労

保原喜志夫教授の経歴と業績

九
九

働
協
会
雑
誌
三

O
五
号

パ
リ
便
り

2
パ
リ
の
暮
ら
し
の
ア
ラ
カ
ル
ト
(
海
外
通
信
)

日
本
労
働
協
会
雑
誌
三

O
六
号

パ
リ
便
り

3
公
務
員
ス
ト
見
開
記
(
海
外
通
信
)
日
本
労

働
協
会
雑
誌
一
一
一
O
七
号

フ
ラ
ン
ス
人
の
バ
カ
ン
ス
と
労
働
時
間
|
|
六
週
間
の
休
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